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第４回都区財政調整協議会幹事会 議事内容 

 

日 時：令和２年１月７日（火）  17:57～19:03 

会 場：区政会館19階192会議室 

出席者 

都 側：八重樫区政課長、加来課長代理（行政担当）、榎本課長代理（都区財政調整

担当）、荘司課長代理（税務担当）、中野課長代理（財政担当） 

区 側：斎藤目黒区財政課長（幹事長）、小林板橋区財政課長（副幹事長）、大久保

中央区財政課長、新名文京区財政課長、岩瀬江東区財政課長、小林北区財

政課長、岩松足立区財政課長、神田特別区長会事務局調査第２課長 

 

１ 開会 

（司会） 

 ただいまから、第４回都区財政調整協議会幹事会を開催いたします。 

はじめに、委員の出欠についてでございます。 

都側委員のうち、佐々木委員、加藤委員、 

区側委員のうち、荒川委員、伊藤委員が欠席でございます。 

それでは、本日の次第に沿って進めたいと思います。 

なお、お手元の資料「令和２年度都区財政調整協議個別課題についての都区

双方の考え方」に記載している内容については、発言があったものとみなし

て、それを前提に議論いただければと思います。 

それでは、議題に入らせていただきます。本日の第４回幹事会は、最後の協

議であり、幹事会としてのとりまとめを行うこととなっていますので、よろし

くお願いいたします。 

本日の進め方ですが、次第に沿いまして、提案事項の協議は、「都側提案事

項」、「区側提案事項」、「その他」の順に行いたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 

（委員） 

異議ございません。 

 

２ 令和元年度・令和２年度財源見通し 

（都側委員） 

それでは、協議に入ります前に、私から財源見通しについて発言させていた

だきます。財源見通しについては、前回の幹事会で示した見込額から変動があ

ったものについて説明いたします。 
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基準財政収入額の見込みについてですが、地方消費税交付金が、2,113億1千

6百万円から2,119億9千5百万円に、地方消費税交付金特例加算額が、185億7千

2百万円から186億3千1百万円となり、基準財政収入額の合計は、1兆2,284億5

千3百万円から7億3千9百万円増の、1兆2,291億9千2百万円となります。 

基準財政需要額についてですが、計数整理等の結果により、数値の変動があ

り、約2兆580億円となっております。 

基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた、令和２年度の普通交付金

所要額は、約8,288億円となり、前回幹事会で説明した調整税等の見通しから

計算した普通交付金の総額と比較して、約1,316億円下回っていることとなり

ます。 

なお、前回の幹事会でお話のあった、平成28年度税制改正による市町村民税

法人分の減額についてですが、具体的な積算をお示しすることはできません

が、減額の要因は大きく２つあります。 

一つ目は、税率が9.7％から６％に下がったことによる減収です。税率の引

き下げは、令和元年10月１日以後に開始する事業年度の法人に対して適用され

るため、その影響が平年化するのは令和３年度以降となり、令和２年度につい

ては、平年度の約半分程度の影響の発生が見込まれています。 

二つ目は、税制改正には経過措置があり、令和元年度以降に開始する最初の

事業年度に係る予定申告に限り、通常、前年度税額の12分の3.7とするところ

を、12分の1.9として申告することとされているため、本来の税率引き下げ以

上の減収が発生しているものです。 

一つ目の要因については、令和３年度も引き続き令和２年度と同等の影響が

見込まれますが、二つ目の要因については、予定申告の半年後の確定申告時に

は、本来の税額での申告納付となるため、令和３年度においては、令和２年度

に減収した分が、増収として発生する見込みとなっています。具体的な金額を

お示しすることはできませんが、一つ目の要因による減収の方が、二つ目の要

因による増収よりも大きいことから、令和３年度についても、景気動向等に変

動がなければ、引き続き市町村民税法人分は減収となると見込んでおります

が、法人税は景気動向による変動が大きいため、現時点では、令和３年度の具

体的な見込をすることは困難であると考えます。 

 

３ 協議（令和元年度再調整） 

（司会） 

それでは、これより協議に移らせていただきます。最初に「都側提案事項」

から進めてまいります。 
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（都側委員） 

 まず、令和元年度再調整について、都側から提案がありますので、私から説

明いたします。 

令和元年度再調整に係る提案について申し上げます。 

第３回幹事会で説明しましたとおり、令和元年度における普通交付金の最終

的な算定残は、約420億円となります。 

この普通交付金の再算定にあたっては、先の幹事会で、都側からは、基準財

政収入額に森林環境譲与税を算入したことに伴い、相当額を基準財政需要額で

算定するための経費を検討しているとお伝えしました。 

また、区側からは風しん追加的対策に係る経費やマイナンバーカードの普及

推進に係る経費などについて、算定すべきとの発言がありました。 

配付資料「令和元年度都区財政調整（再調整）東京都提案事項」を御覧くだ

さい。 

項目の一つ目は、国が令和元年度から同３年度までの３年間で実施する風し

ん抗体検査及び予防接種の追加的対策に係る経費を一括で算定するものです。 

二つ目は基準財政収入額に森林環境譲与税を算入したことに伴い、相当額を

基準財政需要額で算定するものです。 

最後は、今年度の台風による豪雨被害や、今後かなりの確率でマグニチュー

ド７級の首都直下型地震が起こると予測されていることを踏まえ、災害時に避

難場所等となる公共施設の改築需要に係る経費として、小中学校等の改築に要

する経費を前倒しで算定するものです。 

 

（司会） 

ただいまの説明について、区側から意見があればお願いします。 

 

（区側委員） 

 私から、ただいま御提案のありました令和元年度再調整について、区側の見

解を述べさせていただきます。 

前回の幹事会においては、都側から示された項目について異論はないもの

の、再調整で算定すべきその他の事業として、本来標準算定すべき事業である

にもかかわらず未算定となっている事業や、特別区の実態と大幅なかい離が生

じている事業を優先的に算定すべきであることを申し上げました。 

その上で、協議の時期などの理由で対応しきれなかった風しん追加的対策に

係る経費などについて、臨時的に算定することをあわせて主張いたしました。 

今回示された都側提案を見ると、区側から提案した項目については一部しか

盛り込まれておりませんが、いずれの項目も区側の考え方と一致するものであ
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ることから、令和元年度再調整については都側提案に沿って整理したいと考え

ております。 

 

（司会） 

ただいまの、都区双方からの発言に対し、何か意見等がありましたらお願い

いたします。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 福祉サービス安定化事業費（態容補正） 

（区側委員） 

 私からは、福祉サービス安定化事業経費の廃止について、発言いたします。 

前回の幹事会において、区側の本経費に係る認識をお示ししたところです。 

その内容は、平成12年度財調協議において、都側からの提案により、各区が

新しい福祉施策を自主的、弾力的に展開するために導入された経費であるとい

うものです。 

区側としては、本経費の導入によって安定的な財源が確保され、国民健康保

険事業の財源不足額についても対応が可能であると判断したため、都側提案の

内容に沿って合意をしたものです。 

このため、今回の協議においては、本経費の導入目的である、新しい福祉施

策を自主的、弾力的に展開するための経費として、役割を終えたのか判断する

必要があると考えております。 

都側から、1,400億円近くの算定の内訳は示されておりませんが、これま

で、福祉施策の充実に係るさまざまな経費が整理されてきたことは、区側とし

ても認識しております。 

その中には、法改正等によって義務付けられた事務に係る算定されて然るべ

き経費も含まれており、必ずしもすべてが本経費に対応するものとは考えてお

りませんが、各区が新しい福祉施策を自主的、弾力的に展開するための経費が

一定程度財調上に算定されてきたことも踏まえると、本経費は概ね役割を終え

たものと整理することもやむを得ないと考えております。 

しかしながら、本経費は特別区全体の基準財政需要額の１％に相当する大規

模な算定であり、単年度での廃止は、区間配分が変動し、各区の財政運営に影

響を及ぼすことも懸念されます。 

こうしたことから、本経費について、令和２年度から段階的に算定額を縮減

し、令和４年度に算定を廃止する区側修正案を提示いたします。 
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（司会） 

 この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

区側から、当該事業について、段階的に算定額を縮減し、令和４年度に算定

を廃止する修正案が示されました。 

当該事業に係る過去の協議においては、都区双方の認識の違いから、これま

で合意にいたることはできませんでしたが、平成30年度の国民健康保険制度の

見直しを受け、都区いずれの見解からも、当該事業の役割は終えていることか

ら、都として提案し、今年度必ず結論を得たいと申し上げてきたところです。 

都としては、当然廃止すべき事業と認識しておりましたが、今回の区側の回

答は、都側提案について前向きに検討いただいた結果、非常に重い決断をいた

だいたものと受け止めております。 

また、単年度での廃止は、区間配分が変動し、各区の財政運営に影響を及ぼ

すという区側の懸念については、都としても理解するところですので、区側の

修正案のとおり整理したいと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

４ 協議（区側提案事項） 

（司会） 

それでは、意見も出尽くしたようですので、次に「区側提案事項」の協議に

入らせていただきます。何か意見がありましたら、お願いいたします。 

 

○ 特別交付金 

（区側委員） 

私からは、特別交付金について発言いたします。 

今年度の協議においては、区側から、昨年度までに引き続き、「特別交付金

の割合の引き下げ」及び「算定ルールの見直し」について提案し、都側の見解

を伺いました。 

まず、「特別交付金の割合の引き下げ」について、申し上げます。 

区側からは、現行割合の５％は平成19年度財調協議において暫定的に受け入

れたものであること、また、市町村民税法人分のさらなる国税化により、大幅

な減収が見込まれる中、各区が安定的な財政運営を行っていくためには、普通
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交付金の財源を確保する必要があることなどの理由により、特別交付金の割合

を５％から２％に引き下げるべきと主張しました。 

一方、都側からは、各区が様々な行政課題に対応するために、その時々の状

況に応じて独自性を発揮した多種多様な事業に取り組んでいることから、現行

の５％が必要である、などの見解が示されました。 

特別交付金の割合の引き下げについては、今回の協議ではこれ以上の進展が

難しく、都区双方の見解を一致させることができないことから、引き続きの課

題とせざるを得ないと考えております。 

次に、「算定ルールの見直し」について、申し上げます。 

児童相談所の開設準備経費について、前回の幹事会で都側から、特別交付金

の交付率はこれまでどおりとした上で、施設整備費の普通交付金による追加算

定や人件費の特別交付金による算定を行うことについて、見解が示されまし

た。 

そこで、施設整備費の普通交付金による追加算定の具体的な方法及び人件費

の特別交付金による交付率はどのように考えているか、伺います。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

施設整備費の普通交付金による追加算定については、これまで特別交付金の

ルールに基づき算定している算定対象額の４分の１の額と同額を、児童相談所

関連経費の区側提案にある投資的経費態容補正Ⅱの中で算定します。 

次に、児童相談所の開設準備に係る人件費について、あらためて都の考えを

申し上げます。論点メモを御覧ください。 

「１算定対象となる職員の範囲」は、児童相談所の所長、児童福祉司、児童心

理司、一時保護所の児童指導員、保育士のうち、いずれも開設準備に従事して

いる常勤職員とします。 

「２職員の配置基準」は、一時保護所は都の配置基準を、それ以外は国の配置

基準を適用します。職員の配置基準は記載のとおりで、児童福祉司の人数の算

出根拠となる管轄区域人口は、直近の国勢調査結果となり、現時点では平成27

年のものとなります。 

「３算定対象額」は、国・都の職員配置基準により算出した人数と当該区の児

童相談所・一時保護所の開設準備に従事している常勤職員の人数とを比較し

て、いずれか少ない人数に、財調の統合標準給を乗じて算出した額とします。 

なお、人数は、毎月１日時点に在籍する職員数の合計を月数で割った数と
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し、１未満は切り捨てます。以下、前提に基づき、仮の事例を使って説明いた

します。 

枠の中を御覧ください。配置基準に基づく人数は、所長１人、児童福祉司17

人、児童心理司９人、児童指導員・保育士13人の合計40人となります。 

次に、事例１ですが、実際に開設準備に従事している人数が30人であった場

合、この30人と先ほどの配置基準に基づく人数の40人とを比較し、少ない人数

である30人を算定対象人数とします。この30人に仮の統合標準給800万円を乗

じた2億4千万円が算定対象額となります。 

次に、事例２ですが、実際に開設準備に従事している人数を60人とし、この

60人と先ほどの配置基準に基づく人数の40人とを比較し、少ない人数である40

人が算定対象人数となり、算定対象額は3億2千万円となります。 

次に、「４算定額ですが、児童相談所の開設準備に係る人件費の交付率は、

施設整備費と同２分の１とし、それぞれに交付率の２分の１を乗じ、事例１で

は1億2千万円、事例２では1億6千万円となります。 

次に、「５算定対象期間」ですが、算定対象となるのは児童相談所開設の１

年前からの１年間分となります。来年度の４月に開設する世田谷区・江戸川区

のように、既に政令指定を受けているケースは、今年度の特別交付金算定にお

いて、４月から３月までの12カ月分が対象となります。 

一方、荒川区のように政令指定を受けているものの、来年度の７月に開設と

なるケースは、今年度は７月から３月までの９カ月分、来年度は４月から６月

までの３カ月分が算定対象となります。荒川区は来年度の７月に開設であるも

のの、今年度の特別交付金算定時には政令指定を受けていることから、２カ年

にわたり算定するものです。その際、先ほどの事例で説明した統合標準給につ

いては、各年度の統合標準給を使用します。 

次に、年度途中の開設ではあるものの、荒川区のように前年度中に政令指定

を受けられないような場合です。仮に、当年度の１月開設とし、政令指定を半

年前の７月に受けるようなケースでは、前年度の１月から当年度の12月までが

算定対象となるものの、政令指定の確認がとれないことから、前年度の１月か

ら３月分を前年度に算定できなくなってしまいます。当年度分については、７

月に政令指定を受けており、８月の申請時に当年度の４月以降の分を申請する

ことができます。この場合、前年度分が算定対象とならず、不利益を被ること

となってしまいますので、前年度分を当年度分と見なし、当年度分として算定

することとします。その際の３カ月分については、前年度分の統合標準給を使

用します。 

説明は以上となりますが、最後に、前回の「特別交付金はあらかじめ算定す

ることを約束するものではない」、と申し上げましたが、これは、その時々の
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財源状況等によっては算定できない場合もあり得るというものであり、本件に

ついては協議が整い次第、今年度から政令指定を受けている区については、児

童相談所の開設準備に係る人件費を特別交付金で算定してまいりたいと考えて

おります。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

 

（区側委員） 

ただいま、施設整備費の普通交付金による追加算定及び人件費の特別交付金

による算定について、都側の考え方が具体的に示されました。 

オール東京で児童虐待防止の体制を強化するためには、児童相談所の開設を

さらに促進していく必要があることから、交付率を２分の２に見直すべきとす

る区側の考えに変わりはありません。 

しかしながら、政令指定を受けたことを踏まえ、都側から、開設準備経費の

拡充の提案がありました。区側としては、来年度に開設が迫っている中、算定

を未整理のままとすることはできないと考えております。 

都側が示した方法は、区間の公平性について担保されており、また、施設整

備費について地方交付税水準まで拡充し、人件費についても新たに算定の対象

となることから、児童相談所の開設の促進がより図られると考えられるため、

今回は都案に沿って整理したいと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 都市計画交付金 

（区側委員） 

私からは、都市計画交付金について発言いたします。 

第３回幹事会において、都市計画交付金の規模の拡大や交付率の見直しにつ

いて都側の見解を伺いましたが、これまでと同様の発言を繰り返されるだけで

あり、区側が提案した協議体の設置についても、まったく応じていただけませ

んでした。 

とりわけ、都市計画事業の実態検証を行うための情報提供について、都側か

ら特段の理由も示されず、「都区、区単独のいずれにおいても検証する必要が

ない」として、応じていただけなかったことは、甚だ疑問に感じるところであ
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ります。 

そこで、改めて伺いますが、都市計画事業の実態検証について、なぜ、区側

の検証すら必要がないと考えるのか、見解をお示しください。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

都市計画交付金の運用については、これまでも各区から都市計画事業の実施

状況や意向等を伺いながら、順次見直しを行っており、適切に対応しているも

のと認識しています。 

今後も引き続き、特別区の都市計画事業が円滑に促進されるよう、適切に対

応してまいりたいと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

 

（区側委員） 

ただいまの都側の発言は、区側の検証すら必要がないと考える理由について

の回答にはまったくなっていません。 

これまでの協議で、都側は例年同様の発言を繰り返すばかりで、一向に議論

を進展させることができませんでした。 

こうした都側の姿勢は、大変遺憾であります。 

都側が議論に応じない以上、都市計画交付金については、今年度も引き続き

の課題にせざるを得ません。 

昨年度も申し上げましたが、次年度以降は建設的な議論を重ね、課題の解決

に向けて前進できるよう、協議に臨む姿勢を改め、適切に対応していただきた

いと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 子ども医療費助成事業費 

（区側委員） 

私からは、子ども医療費助成事業費について発言いたします。 
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第２回及び第３回の幹事会において、区側から、区部や市部の実態と異なる

都の補助基準が、都全域における「合理的かつ妥当な水準」と判断する理由を

伺いました。 

これに対して、都側からは、都全域における妥当な水準であると判断し導入

されている都補助制度に沿った算定が「合理的かつ妥当な水準」であるといっ

た見解が繰り返し示され、区側の求める回答は示されませんでした。 

都の補助基準が都全域における合理的かつ妥当な水準であると判断する理由

を示されない以上、区側としては、特別区の実態を踏まえた算定に見直すよう

強く主張せざるを得ません。 

また、第３回幹事会において、都側から「所得制限等のない区の実態に基づ

いた財調算定とした場合、第１回幹事会でも申し上げましたとおり、財調制度

そのものに対して国や他の自治体から厳しい目が向けられることは明らかであ

る」といった発言もございました。 

区側としても、財調制度に国や他の自治体から厳しい目が向けられているこ

とは認識しております。そうした視点を踏まえてもなお、本事業については見

直しが必要であると判断し、提案を行っているところです。 

今回の協議では、区側から子ども医療費助成事業費を取り巻く状況の変化

や、財調算定と各区の実態のかい離が看過できない状況にあることなどを踏ま

え、見直しの必要性を主張してきました。 

しかしながら、都側からは「各区が財政状況等を勘案の上、それぞれの独自

の政策判断により実施していることから、標準的な需要ではない」といった過

去の協議と同様の見解が示され、見直しに向けて議論を前進させられておりま

せん。 

区側としては、本事業の見直しは財調協議における重要課題の１つであると

認識しております。引き続き算定の見直しに向けて、本事業のあるべき需要に

ついて、都区で議論を重ねていく必要があると考えております。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

区側から、「区側の求める回答は示されなかった」との発言がありました

が、都は、「地方交付税では算定されておらず」、都全域における妥当な水準

であると判断し導入されている都補助制度に沿った算定が「合理的かつ妥当な

水準」であること、また、「あるべき需要」には、「普遍性」だけでなく、

「合理的かつ妥当な水準」であることが必要であることを、これまでも明確に
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お答えしてきました。 

また、区側からは、「子ども医療費助成事業費を取り巻く状況の変化や、財

調算定と各区の実態のかい離が看過できない状況にある」との発言がありまし

たが、都側としては、地方交付税や都補助制度の見直しが実施されるといった

状況の変化がない限りは、当該事業の見直しは必要ないと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費 

（区側委員） 

私からは、私立幼稚園等保護者軽減事業費」について発言いたします。 

これまでの協議で区側から、国の幼児教育・保育の無償化の趣旨や特別区の

置かれている状況を示して、本事業があるべき需要であるということを、繰り

返し申し上げてきました。 

しかしながら、都側からは、都事業が都内区市町村の「合理的かつ妥当な水

準」であり、都事業の上乗せとして実施している本事業については自主財源事

業であるという、過去の協議と同様の見解が繰り返し示されております。 

今年度に東京都が実施した都政モニターアンケート結果でも、「出産後の育

児や教育について、経済面での不安があるから」という項目が、少子化の背景

として挙げられています。 

特別区では、こうした問題に取り組む観点から、子育て家庭へ最大限支援す

るために、私立幼稚園等の利用者負担の軽減に取り組んでいます。このことを

理解いただきたいと思います。このような社会的背景も踏まえると、本事業が

「あるべき需要」であるかについて、引き続き都区で議論を続けていく必要が

あると考えております。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

各自治体において、それぞれ独自の政策判断により、国や都の基準を上回る

事業を実施していること自体は、否定されるものではありません。 

しかし、財調上の「あるべき需要」を判断する上では、「合理的かつ妥当な

水準」であることが必要です。 
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本事業については、都事業に対する上乗せとして実施している以上、財調上

の「あるべき需要」ではないと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 義務教育施設関連経費の見直し 

（都側委員） 

私からは、義務教育施設関連経費の見直しについて発言いたします。 

新世代型学習空間等の設置について、今回の区側の調査によると、改築を伴

う統合校における設置実績割合は70.4％、統合校以外の改築を行った学校にお

ける設置実績割合は69.8％であり、現存する学校の設備として標準的であるか

は、明確に確認することができませんでした。 

しかし、今後の統合新校における設置割合が増加傾向にあることや国の施設

整備指針等を踏まえると、今後の学校設備において、新世代型学習空間等の設

置が標準的になると見込まれることから、区案に沿って整理したいと考えてお

ります。 

 

（司会） 

この件に関して、区側から意見はございませんか。 

 

（区側委員） 

ただいまの都側の発言に対する区側の見解を述べさせていただきます。 

新世代型学習空間等の設置が、今後の学校設備における「あるべき需要」で

あることについて、都区間の認識を一致させることができました。 

このほか、これまでの協議で、学校数急減補正の見直しなど、一定程度、区

側提案項目を反映できたものと考えております。 

本事業については、長年に亘り見直しに向けた議論を重ねてきた経緯もある

ことから、今回の協議内容で整理をしたいと考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 
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○ 投資的経費に係る工事単価の見直し 

（都側委員） 

私からは、投資的経費に係る工事単価の見直しについて発言いたします。 

前回の幹事会で、区側から、「年度事業量について、区側の実態を考慮に入

れるべきとのことであれば、単価についても実態を踏まえた見直しを行うべき

と考える」との発言がありました。 

そもそも、改築工事、道路改良工事については、特別区の実態を踏まえ、決

算単価による工事単価に見直すとの区側提案を受け、道路改良工事について、

都が単価だけでなく実施率や補正による影響も踏まえ、総合的に検証を行った

ものであります。 

こうした都の主張を逆手に取って、区側の主張を正当化しようとする姿勢は

理解できません。 

また、都が単価のみの比較による区側提案には合意できないと主張している

にもかかわらず、区側は、工事単価について、実態を踏まえて見直すべきとの

主張を繰り返すばかりであります。 

都としては、単価の比較のみによる区側提案には合意できないこと、見直し

を行うのであれば、標準事業規模や年度事業量、補正等を含め、需要費の全体

を見ることが不可欠であることを改めて申し上げておきます。 

また、区側からは、現行の小中学校改築工事に係る財調算定額は約18億円で

あり、直近の市部の小中学校改築工事費と比較しても大きなかい離があるとい

う状況が示されました。 

学校の改築について言えば、47年とした耐用年数を超えて存在している状態

や各区で行っている施設長寿命化の取り組みなどを踏まえると、本来47年で１

回改築を行うものとして、毎年度算定してきた標準算定分を留保し続けている

面もあるものと考えております。 

一方で、「公共施設は老朽化が進んでおり、発災時において避難所としての

役割を的確に担うためにも、財調算定を見直し、改築を促進する必要があると

考える」との発言もありました。先に述べたような状況ではありますが、都と

しても今年度の台風による豪雨被害や今後、30年以内に70％の確率でマグニチ

ュード７級の首都直下地震が起こると予測されていることを考えますと、災害

時における避難場所等となる公共施設の必要な改築は適時行うことが求められ

ることは一定程度理解できるものであります。 

また、国からの要請に基づき、各区は、公共施設等総合管理計画等を策定

し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に取り組まれています。 

都としても、公共施設等の更新や長寿命化などを計画的に行っていくことが

必要であると認識しております。 
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そのため、臨時的な措置として、各区が適時公共施設の改築に取り組めるよ

う、建築工事単価について、平成26年度から平成29年度の４年に亘る、各区予

算単価の上昇率を令和４年度までの臨時算定として反映したいと考えておりま

す。 

なお、都側の検証結果により、道路改良工事費については、財調算定額が決

算額を超えていることや平成26年度単年度分の物騰率を反映した単価で充足し

ていることがわかりましたが、都が検証した区の調査結果があいまいでもある

ため、土木工事単価については、これまでどおり平成26年度、平成27年度の２

カ年の国土交通省公共工事設計労務単価の上昇率を単年度臨時算定として反映

させたいと考えております。 

 

（司会） 

この件に関して、区側から意見はございませんか。 

 

（区側委員） 

都側の意見に対する区側の見解を述べさせていただきます。 

都側から、建築工事については平成26年度から平成29年度、土木工事につい

ては平成26年度、平成27年度の上昇率を反映した算定としたい旨の発言があり

ました。 

各区が適時改築工事に取り組めるようにするためには、より特別区の実態に

近い、平成26年度以降の上昇率を反映させるべきです。 

都区の見解が一致せず、継続検討課題となっていますが、従前より区側が主

張しているとおり、現行の物騰率算出方法を見直すことにより、実態を適切に

反映した工事単価に改善できると考えております。 

しかしながら、都区双方の意見を一致させることは困難であることから、都

側の主張どおり整理することといたします。 

なお、区側としては、今回の整理を踏まえても、依然として特別区の実態と

財調算定にはかい離があると考えております。 

都側の発言にもあった、標準事業規模や年度事業量、補正等を含め、需要費

の全体を見て、投資的経費を見直すことについて、今後の検討課題としたいと

考えております。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 
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６ 財源を踏まえた対応 

（区側委員） 

 それでは、私から財源を踏まえた対応について発言させていただきます。 

改めて令和２年度財源見通しが示されましたが、市町村民税法人分について

税制改正による減額が見込まれるものの、地方消費税について税率の引き上げ

や暦日要因などにより、普通交付金の財源は、所要額に比べ上回る見込みであ

るとのことでした。 

今回の協議においても、一部の事業で都区の考え方を一致させることができ

ておらず、継続検討課題とした項目も含め、依然として需要額算定すべき事業

が多く積み残っていると考えております。 

一方、高度経済成長期に建設された公共施設が一斉に更新の時期を迎え、施

設の老朽化対策が喫緊の課題となっていることは、都区の共通認識として確認

したものとなっております。 

そこで、区側としては、現在の協議状況及び特別区の現状を勘案し、財源を

踏まえた対応として、公共施設改築工事費の臨時的算定を提案いたします。 

ただし、詳細については、都区間の財源配分の見直しの協議結果を踏まえて

整理することが必要であると考えております。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

 ただいま説明のありました区側提案について、都側の見解を申し上げます。 

区側提案は、現在の協議状況及び高度経済成長期に建設された公共施設が一

斉に更新の時期を迎え、施設の老朽化対策が喫緊の課題となっていることを踏

まえ、公共施設改築経費を臨時的算定すべきとのものであります。 

今年度の台風による豪雨被害や、今後30年以内に70％の確率でマグニチュー

ド７級の首都直下型地震が起こると予測されていることを考えると、災害時に

おける避難場所等となる公共施設の必要な改築は適時行うことが求められるた

め、区側の提案については、都側としても異論はありません。 

ただし、昨年度の協議で整理したとおり、公共施設改築需要の集中期の対応

については、区側の検証により、財調上、過去の臨時的算定により対応が済ん

でいることから、今回の再調整及び臨時的算定についても、費目別、標準施設

別で前倒し算定した額と年度事業量を都区双方で管理し、後年度の不況時の対

応に資することとします。 
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（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

７ 都区間の財源配分の見直し（児童相談所関連経費） 

（区側委員） 

私からは、都区間の財源配分に関する事項である児童相談所関連経費につい

いて発言いたします。 

まず、区側提案の態容補正の内容について、１点修正の提案をいたします。

都単独補助事業のうち、障害児入所施設に係る民間社会福祉施設サービス推進

費について、都と区の所管部署における調整状況を踏まえ、算定対象から除外

し、改めて区案を設定することとします。 

次に、前回幹事会において、都側より、配分割合について、「その算定すべ

き需要額が区立児童相談所の実態を踏まえたあるべき需要であるのか、合理的

かつ妥当な水準となっているのかは、特別区の児童相談所が一定数増えた段階

ではじめて、検証・分析が可能であることから判断がつかない」ため、「今

後、開設を予定する22区の半数である11区の児童相談所の決算が出た時点で改

めて協議すべき」との見解が示されましたが、区側としては到底承服できる内

容ではありません。 

今後の推移を見ながら実態を踏まえた見直しを行っていくことは当然のこと

であり、現時点で見込まれる所要額を算定することは、現時点における合理的

かつ妥当な水準としてのあるべき需要として算定するものであり、現在の財調

算定全般を否定しかねない考え方であり、容認できません。 

この認識を前提に、都側の見解に対し、区側の考え方を４点述べさせていた

だきます。 

１点目として、来年度以降、順次、特別区が児童相談所設置市となることに

よって、当該区の区域において、児童福祉法に基づき、明確な都区の役割分担

の変更が生じることになります。役割分担に応じて都区の財源配分を変更する

ことは、都区協議会の場での合意事項です。 

現に、平成12年度に清掃事業の移管等に伴う配分割合の変更、また平成19年

度に三位一体改革の影響への対応と合わせて都補助事業を区の自主事業化した

ことに伴う配分割合の変更が行われています。 

そもそも、配分割合の変更の事由を都区で合意しているのは、変更事由がな

ければ、中期的に安定させるためのものです。 

これは、都区が調整財源を共有している中で、税収の自然増減等による毎年

度の過不足をめぐる争いを避け、双方の財政運営を安定的に行えるようにする
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ためであり、変更事由がなければ、配分割合の範囲内で需要算定の調整を行う

という趣旨です。 

今回、法令上の明確な役割分担の変更があるにも関わらず、配分割合を変更

しないとなれば、都区間の合意事項を反故にすることとなり、今後の運用にも

重大な支障が生じることになります。 

２点目として、地方交付税上の取り扱いについても、以前より申し上げてい

るとおり、中核市が児童相談所を設置した場合において、決算実績がない設置

初年度より、都道府県分から市町村分へその需要が付け替えられています。財

調においても同様に取り扱うべきと考えております。 

３点目として、来年度、財調算定の上、配分割合を変更し、その翌年度以

降、特別区の児童相談所設置が増加する中で、決算実績により、その需要を見

直しつつ、その算定規模を踏まえて、配分割合も順次変更していくことは、明

確な役割分担の変更である以上当然の対応であり、技術的にも可能と考えてお

ります。 

４点目として、「今後、開設を予定する22区の半数である11区の児童相談所

の決算が出た時点で改めて協議すべき」との都側の見解ですが、何故半数の区

の実績を待たなければならないのか、理解ができません。 

それまでの間、財源の保障がされないことになると、現在の配分割合の財源

の中で、新たな役割である児童相談所関連事務を対応せざるを得ないこととな

ります。すなわち、特別区は、現在の区政運営のサービス水準を低下せざるを

得なくなる可能性が生じると考えております。 

以上、申し上げたとおり、来年度に配分割合を変更し、以降も、その算定規

模に応じて、順次、配分割合を変更すべきと考えております。今回が４回目の

幹事会のため、配分割合の変更について、都側の明確な回答を求めます。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

まず、障害児入所施設に係る民間社会福祉施設サービス推進費について、都

と区の所管部署における調整状況を踏まえ、算定対象から除外する修正提案に

ついては、承知しました。 

また、前回幹事会において、年度途中に開設する児童相談所についても、児

童相談所設置市となる時期を明示する政令指定を受けていることを前提に、区

側提案のとおり月数で算定することとしましたが、区側から前回示された態容

補正の補正式は、年度途中開設の算定に対応していないため、改めてどのよう
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に算定するのか、お示しください。 

次に、区側から、「現時点における合理的かつ妥当な水準としてのあるべき

需要として算定するものであり、現在の財調算定全般を否定しかねない考え方

であり、容認できない」との発言がありました。 

都としては、前回の幹事会において申し上げたとおり、今回の区側提案は、

規模の異なる都児相の実績や、予算・決算を用いた標準区経費の設定や、都全

体の経費を区部と市町村部の児童人口の比率により按分を行っていること、ま

た、今回、区児相の施設規模の設定においては、子ども家庭支援センターの面

積を除外しているとのことですが、各区の設計上の面積と現在の標準区面積と

ではかい離があるため、現行算定部分も含めて妥当な水準なのかについても、

改めて確認する必要があるなど、児童相談所関連経費における「あるべき需

要」としての「普遍性」や「合理的かつ妥当な水準」を、現時点では判断でき

ないものと考えております。 

前回幹事会での区側の発言にも、「子ども家庭支援センターの現行算定の面

積であれば、児童相談所設置後の子ども家庭支援センターのあるべき水準とし

ての面積を検証する必要があることから、特別区の児童相談所が一定数増えた

段階ではじめて、検証・分析が可能」とあり、裏を返せば、児童相談所の経費

についても、特別区の児童相談所が一定数増えた段階ではじめて、検証・分析

が可能ということが明らかであり、区側も認識している表れであることは、前

回も申し上げたとおりです。 

このように、課題はあるものの、子どもの最善の利益、子どもの安全・安心

をいかに確保していくかという観点が最も重要であるという都区双方の共通認

識を踏まえれば、都としても、児童相談所関連経費については、特別区で最初

に児童相談所が設置される来年度に合わせて需要算定すべきと考えるものの、

今後、区立児童相談所の決算が出た時点、区立児童相談所の数が増えた時点

で、見直しを行うことが前提と考えております。 

区側からは、「役割分担に応じて都区の財源配分を変更することは、都区協

議会の場での合意事項」とする発言がありましたが、都区で合意したのは、

「配分割合は中期的に安定的なものとし、大規模な税財政制度の改正があった

場合、都と特別区の事務配分又は役割分担に大幅な変更があった場合、その他

必要があると認められる場合に変更する。」ということであり、単に役割分担

の変更があったことのみをもって配分割合の変更事由にあたるものではないこ

とは、誤解のないようにはっきりと申し上げておきます。 

また、地方交付税上の取扱いについて、中核市が児童相談所を設置した場合

において、決算実績がない設置初年度より、都道府県分から市町村分へその需

要が付け替えられているとのことですが、地方交付税では、すでにそうした算
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定方法が確立している一方、財調では当該経費については未算定であり、児童

相談所関連経費における「あるべき需要」としての「普遍性」や「合理的かつ

妥当な水準」であるかは、現時点では判断できていない状況であることは、先

ほど申し上げたとおりです。なお、今年度の協議において、児童相談所関連経

費について需要算定する方向であることは、前回の幹事会で申し上げたとおり

です。 

いずれにしましても、都としては、前回申し上げたとおり、その算定すべき

需要額が区立児童相談所の実態を踏まえたあるべき需要であるのか、合理的か

つ妥当な水準となっているのかは、特別区の児童相談所が一定数増えた段階で

はじめて、検証・分析が可能であることから判断がつかないものであります。

今後、開設を予定する22区の半数である11区の児童相談所の決算が出た時点で

改めて協議すべきものと考えております。 

 

（司会） 

この件に関して、区側から意見はございませんか。 

 

（区側委員） 

まず、開設月数分の算定に対応した態容補正の補正式について、論点メモ記

載のとおり、改めて提案させていただきます。 

次に、都区間の財源配分に関してです。 

今回、都側発言は、基本的に前回幹事会と同様の内容と受け取っています。

区側の考え方は、先ほど申し上げたとおり、今後の推移を見ながら実態を踏ま

えた見直しを行っていくことは当然のことでありますが、現時点で見込まれる

所要額を算定することは、現時点における合理的かつ妥当な水準としてのある

べき需要として算定するものであり、決算実績が出ないといけないという考え

方は、現在の財調算定全般を否定しかねない考え方であり、容認できません。 

また、「単に役割分担の変更があったことのみをもって配分割合の変更事由

にあたるものではない」とのことですが、今回、何をもって、配分割合の変更

事由にあたるものではないと考えているのか、理解ができません。 

先ほども申し上げたとおり、今回、配分割合に影響する、法令上の明確な役

割分担の変更があるにも関わらず、配分割合を変更しないとなれば、都区間の

合意事項を反故にすることとなり、今後の運用にも重大な支障が生じることに

なります。 

現時点において、都区間の財源配分については、都側と区側の意見の隔たり

が余りにも大きく、都区の合意を得られる状況ではないと考えております。 
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（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

開設月数分の算定に対応した態容補正の補正式について確認ができましたの

で、児童相談所関連経費に係る需要算定については、今後、区立児童相談所の

決算が出た時点、区立児童相談所の数が増えた時点で、基準財政需要額の算定

方法を見直すことを前提に、区側修正案のとおり合意したいと考えておりま

す。 

また、ただいま区側から「今回、何をもって、配分割合の変更事由にあたる

ものではないと考えているのか、理解ができない。」との発言がありました

が、都側は「その算定すべき需要額が区立児童相談所の実態を踏まえたあるべ

き需要であるのか、合理的かつ妥当な水準となっているのかは、特別区の児童

相談所が一定数増えた段階ではじめて、検証・分析が可能であることから判断

がつかないものである。」と発言していることを、誤解のないよう申し上げさ

せていただきます。 

先ほども申し上げましたが、都区で合意したのは、「大規模な税財政制度の

改正」があった場合や「都と特別区の事務配分又は役割分担に大幅な変更」が

あった場合、その他必要があると認められる場合に財源配分を変更するという

ことであり、単に役割分担の変更があったことのみをもって配分割合の変更事

由にあたるものではないことは、改めて申し上げさせていただきます。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

 

（区側委員） 

最後に一言申し上げます。 

財調制度は、新たな需要が発生する場合、その時点で見込まれる所要額にお

いて、合理的かつ妥当な水準として需要を算定するものであり、現に、来年度

３区が児童相談所を開設し、新たな需要が発生する以上、その需要を的確に算

定する必要があります。区側はその需要算定に見合う配分割合の変更を求めて

います。 

また、児童相談所関連事務は、児童福祉法に基づく、明確な都区の役割分担

の変更であり、かつ、その算定規模からも、役割分担の大幅な変更にあたるた

め、都区の合意事項に該当し、配分割合の変更が必要である、ということを改

めて申し上げます。 
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（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

 

（都側委員） 

繰り返しになりますが、都としては、その算定すべき需要額が区立児童相談

所の実態を踏まえたあるべき需要であるのか、合理的かつ妥当な水準となって

いるのかは、特別区の児童相談所が一定数増えた段階ではじめて、検証・分析

が可能であることから判断がつかないものであります。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はございませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

８ その他 

（司会） 

それでは、意見が出尽くしたようですので、次に「その他」の協議に移らせ

ていただきます。何か意見がありましたら、お願いいたします。 

 

意見が出尽くしようでございます。以上で、本日の協議課題は、全て終了を

いたしました。 

 

本日都区双方から発言のあった内容については、事務局において財調協議会

までに整理をお願いすることといたします。 

次に、「とりまとめ」についてでございます。 

冒頭で申し上げたとおり、本日は、幹事会としての取りまとめを行う予定で

したが、残念ながら、全ての項目について取りまとめることは難しい状況にあ

ると考えております。 

これまでの議論を整理いたしますと、令和元年度再調整については、都区の

見解が一致しており、合意できるものと考えております。 

一方、令和２年度当初フレームにおける協議課題については、需要算定は都

区の見解が一致しているものの、配分割合については、都区の意見の溝が埋ま

らない状況にあります。 

本件は、財源フレームに係ることであることから、この点が整理できない

と、協議を取りまとめることは難しいと考えております。 

そこで、お手元にお配りさせていただきました、「都区財政調整協議会幹事

会の検討状況（案）」となっている資料を御覧いただきたいと思います。 
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本資料は、これまでの検討状況を踏まえ、報告書のたたき台として提示させ

ていただいたものでございます。御異議がなければ、このような内容を基本

に、論点を整理の上、明日開催されます第３回財調協議会に、報告をさせてい

ただきたいと考えますがいかがでしょうか。 

また、報告内容については、私と区側委員に御一任させていただきたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

 

（司会） 

それでは、以上をもちまして第４回都区財政調整協議会幹事会を終了いたし

ます。 

 

※ 上記は都側で記録したものである。 


